
 

 

第１回相馬市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和３年７月８日（木）午前９時１０分から午前１０時１５分 

２．開催場所 相馬市役所 正庁（３階） 

３．出席委員（１３人） 

  会  長 １４番 前 川 正 人 

  委  員   １番 丹 野 義 基     ２番 佐 畑 幸 一 

３番 伊 東   登     ５番 唯 野 哲 夫 

６番 坂 本 雄 司     ７番 後 藤 義 昭 

８番 三 國 実 加     ９番 小 島 良 金 

１０番 佐 藤 雄 一    １１番 武 島 竜 太 

１２番  中和田 吉 彦        １３番  目 黒 正 一 

          

４．欠席委員（０人）  

 

 

５．遅参委員（０人） 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長            志 賀 謙 寿 

  事務局次長兼農業振興係長       渡 部 賢 治 

  事務局農地係長         佐々木 国 秀 

  事務局主査           大河原 康 平 

  事務局主事           佐 藤 真一朗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

７．次第 

（１）開会について 

（２）市長あいさつについて 

（３）農業委員自己紹介について 

（４）事務局自己紹介について 

（５）臨時議長の選任について 

 

 

８．日程 

日 程 第 １．仮議席の指定について 

日 程 第 ２．会長の互選について 

日 程 第 ３．議事録署名委員の指名について 

日 程 第 ４．会期の決定について 

日 程 第 ５．会長職務代理者の互選について 

日 程 第 ６．議席の決定について 

日 程 第 ７．農地利用最適化推進委員の委嘱について 

日 程 第 ８．相馬市農業委員会農業振興委員会委員の指名及び正副委員長の互

選について 

日 程 第 ９．相馬市農業委員会だより編集委員会委員の指名及び委員長の互選

について 

日程第１０．農業委員調査担当地区割（案）について 

日程第１１．専決処分・報告事項について 

日程第１２．委員会決定事項について 
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９．会議の概要 

 

事務局次長  それでは、次第に沿って進めてまいりたいと思います。１開会に

ついて、事務局長よりお願いします。 

 

事務局長   ただいま、出席委員が定足数に達しておりますので、農業委員会

等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会は成立するこ

とをご報告いたします。これより、第１回相馬市農業委員会総会を

開会いたします。 

 

事務局次長  ２市長あいさつについて、招集権者であります立谷市長よりご

あいさつを申し上げます。 

 

市 長    それでは、一言ごあいさつを申し上げます。先ほどは、皆様に任

命書を交付させていただきました。これで農業委員会委員にご就

任いただいたということになりますが、本日は、農業委員会がどの

ような組織立った活動をしていくのか、どのような組織として成

り立っていくのか、ということの会議であろうかと思います。会長

をはじめ職務代理者の方、各委員会、皆さんの中でそれぞれ役割分

担をしながら、チームワークをもって、相馬市内の適切な農地利用、

ということに、皆さんの総力を挙げて取り組んでいただきたいと

考えております。どうぞよろしくお願い申し上げまして、私のあい

さつに代えます。 

 

事務局次長  ここで、立谷市長におかれましては、公務のため退席させていた

だきます。 

 

（ 市 長 退 席 ） 

 

事務局長   それでは、委員の改選後、最初の総会でございますので、臨時議

長が選出されるまでの間、進行を務めさせていただきます。農業委

員会事務局長の志賀と申します。よろしくお願いいたします。 

次第３、農業委員の皆様の自己紹介をお願いしたいと思います。

ただいま、お座りいただいております席順で自己紹介をお願いい

たします。坂本雄司委員よりお願いします。 
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坂本委員   私は、坂本雄司と申しまして、飯豊の岩子に住んでおります。農

業に従事しております。初めての選任ですので、右も左も良くわか

りませんが、皆さんの足を引っ張らないように頑張っていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

小島委員   飯豊の新田で、米中心に農業をしております小島良金です。今は

ほとんど飯豊ファームの役員として、毎日のように出勤して、サラ

リーマンみたいな感じなのかなと思っていますが、学校卒業して

２０歳の時から相馬で農業をやっていますので、それなりに年数

は長いかなと思います。坂本さん同様、私も初めてなので、皆様に

ご指導、ご鞭撻をいただきながら、ご迷惑をかけないように頑張っ

ていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

中和田委員  中和田吉彦といいます。地区は和田地区になります。これまで３

０年近くＪＡに在籍しておりましたけれども、今般、皆様にお世話

になるかと思いますのでよろしくお願いいたします。現状の仕事

としては、和田地区の農地中間管理機構の地権者組合の事務局を

やっています。５４名ほどの地権者と一緒になって、和田地区の基

盤整備の関係に携わっております。今後ともご指導を賜りたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

佐畑委員   私は、何かと問題の多い成田地区の佐畑です。私、総会を２度傍

聴させていただきました。最初に会議室に入った時に、私の友人、

親戚の方いらっしゃる、本当に心強く思っております。私は、そう

ま土地改良区の理事として、１０年以上在籍しております。その節

は、目黒正一さん、唯野哲夫さん、大変お世話になりました。 

      そしてまた、お世話になります。私は、新人ですので、皆様のご指

導を仰ぎながら、任務を遂行したいと思っております。よろしくお

願いします。 

 

武島委員   中村、中野寺前の武島竜太と申します。稲作を中心に農業を営ん

でおります。向陽中学校の前を根城にして、細々と農業をやってお

ります。今期で２期目をやらせていただく訳ですが、初めて農業委

員をやるつもりで、初心に帰ってやっていきたいと思いますので、

初心者扱いでよろしくお願いいたします。 
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三國委員   三國実加と申します。駅前で、印刷会社を担っております。武島

委員と同じ２期目になります。初心に帰りつつ、ただ、女性委員が

１人になってしまったので、これから皆さんと一緒にどのように

活動していけるか不安ですが、よろしくお願いします。 

 

伊東委員   山上の伊東登といいます。今までは農地利用最適化推進委員と

して１期やってきました。その前にも農業委員１期やっておりま

した。一番大事なのは健康で、前の委員は菅野忠さんという偉大な

方が急に亡くなった。自分も体に気を付けて、農業委員を務めてい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

唯野委員   磯部出身の唯野哲夫と申します。私も再任ということで、磯部も

なかなか人がいなくて、玉野に次ぐ過疎化の状況で、農地も過疎化

で耕作者がいなくて、磯部グリーンファームで７０町歩ほど耕作

しております。その合間で農業委員をやりながら、皆さんと協力し

ながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

後藤委員   今、話題にのぼりました、玉野地区の後藤でございます。新しく

なられた方も、皆さんお知り合いの方ばかりで、懐かしく感じまし

た。今あったように、玉野地区も少子高齢化ということで、色々な

問題も発生しております。皆さんにご紹介したいといいますか、玉

野地区で遊休農地の解消ということで、コスモス、ヒマワリを去年

から植えて、今年もだいぶ大きくなってきて、今朝来るときも、つ

ぼみが大きくなってきたな、と感じた所であります。まあ、少子高

齢化の中で、農業委員として、玉野が限界集落になるというような

ことを少しでも解消しようということで、頑張っていきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

佐藤委員   おはようございます。八幡地区から推薦されて委員に選任され

ました、今田地区の佐藤雄一です。長くはやっておりますが、まだ

まだ知識は浅いので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

丹野委員   おはようございます。大野地区の小野の丹野と申します。武島委

員同様初心に帰りまして、また、皆さんとともに微力ではあります

が、職務遂行に努めていきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 
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目黒委員   大野地区の目黒と申します。よろしくお願いします。早いもので、

４期目に入りました。まだまだ未熟でありますから、皆さんのご協

力をいただきながら進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

前川委員   最後になりました。日立木支部長会の推薦をいただき、今回もや

ることになりました、前川正人です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。同級も３人いましたが、次々みんな辞めていって私一人残っ

ているような状態です。ひとつよろしくお願いいたします。 

 

事務局長   ありがとうございました。続きまして、事務局の自己紹介をさせ

ていただきます。私、事務局長の志賀と申します。よろしくお願い

いたします。 

 

事務局    みなさん、おはようございます。事務局次長兼農業振興係長の渡

部賢治と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局    おはようございます。事務局農地係長の佐々木国秀と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局    おはようございます。事務局農地係の大河原康平と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局    おはようございます。農業振興係の佐藤真一朗と申します。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

事務局長   なお、会計年度任用職員の渡邊文子、山田文彦につきましては、

事務の都合により、本日は欠席しております。以上で、事務局職員

の紹介を終了させていただきます。 

続きまして、５臨時議長の選任について、お諮りいたします。会

長が選任されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定を準用し、

年長委員に、臨時議長をお願いしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 
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事務局長   それでは、年長の委員であります唯野哲夫委員に臨時議長をお

願いいたします。唯野委員、議長席にお願いします。 

 

臨時議長   ただいま、ご紹介いただきました唯野哲夫であります。自分では

若いと思っておりましたけれども、年長と言われて、びっくりして

いるところでございます。暫時、議長を務めることとなりましたの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、議事に入ります。日程第１、仮議席の指定についてを

議題といたします。仮議席の指定については、議事の進行上、お手

元に配布しております仮議席表のとおり、現在、ご着席の議席を指

定いたします。 

なお、仮議席の指定につきましては、期別及び年齢ごとといたし

ましたので、ご了承願います。 

次に、日程第２、会長の互選についてを議題といたします。相馬

市農業委員会規程第３条の２第１項により、会長の選挙は単記無

記名投票により行うことになっております。ただし、第２項で出席

委員において異議がないときは、指名推選の方法を用いることが

できます。お諮りいたします。会長の互選方法については、選挙に

よる方法と指名推選による方法のふた通りあります。会長の互選

方法について、委員より発言願います。 

 

（ 「 指名推選。 」との声  ） 

 

臨時議長   指名推選との発言ですが、他にございませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

臨時議長   他に無いようですので、お諮りいたします。会長の選任方法につ

いては、指名推選とすることにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

臨時議長   ご異議なしと認め、会長の互選の選任方法については、指名推選

とすることに決しました。それでは、推選願います。 
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（ 「前川正人委員を推選します。」との声 ） 

 

臨時議長   ただいま、前川正人委員の推選の発言がありましたが、他に推選

される方はございませんか。 

 

（ 「なし。」との声 ） 

 

臨時議長   他に無いようですので、会長に前川正人委員を指名することに、

ご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

臨時議長   ご異議なしと認めます。次に、指名の方法については、議長にお

いて指名することにいたしたいと思います。これに、ご異議ありま

せんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

臨時議長   ご異議なしと認め、議長において、指名することに決しました。

議長において、会長に前川正人委員を指名いたします。 

以上で、臨時議長の職務は終了いたしました。以後の議事等につ

きましては、新会長を議長として進行してまいりますので、よろし

くお願いいたします。各委員のご協力に対し、衷心より厚く御礼申

し上げます。どうもありがとうございました。前川正人委員、議長

席にお着き願います。 

 

（ 議 長 交 代 ） 

 

議 長    これより、議長を交代いたします。会長就任にあたりまして、一

言ごあいさつ申し上げます。まず、委員の皆様方にご推挙頂きまし

たことに対しまして、心より御礼申し上げます。 

私は、平成１４年７月に農業委員となり、今回で７期目でござい

ます。会長職も前回に引き続き２期目となります。これまでの経験

を活かし、広く農業者の声をくみ上げながら、農業委員会の最も重

要な業務である、農地等の利用の最適化の推進に尽力してまいる

所存でございます。委員の皆さま方のご協力とご支援をお願い申
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し上げ、会長就任のあいさつとさせていただきます。 

ここで、暫時休憩いたします。 

 

（ 休 憩 ） 

 

議 長    再開いたします。休憩前に引き続き、議事を継続いたします。日

程第３、議事録署名委員の指名を行います。これまでの慣例により

まして、仮議席１番の坂本雄司委員、仮議席２番の小島良金委員、

ご両名を指名いたします。 

       次に、日程第４、会期の決定について、お諮りいたします。会期

は本日１日間といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたし

ました。 

       次に、日程第５、会長職務代理者の互選についてを議題といたし

ます。相馬市農業委員会規程第３条の２第１項により、会長職務代

理者の選挙は、単記無記名投票により行うことになっております。

ただし、第２項で出席委員において異議がないときは、指名推選の

方法を用いることができます。お諮りいたします。互選方法につい

ては、選挙による方法と指名推選による方法のふた通りあります。

互選方法について、委員より発言願います。 

 

（ 「 指名推選。 」との声  ） 

 

議 長    指名推選との発言ですが、他にございませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

議 長    他に無いようですので、お諮りいたします。会長職務代理者の選

任方法については、指名推選とすることにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 
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議 長    ご異議なしと認め、会長職務代理者の互選の選任方法について

は、指名推選とすることに決しました。それでは、推選願います。 

 

（ 「目黒正一委員を推選します。」との声 ） 

 

議 長    ただいま、目黒正一委員の推選の発言がありましたが、他に推選

される方はございませんか。 

 

（ 「なし。」との声 ） 

 

議 長    他に無いようですので、会長職務代理者に目黒正一委員を指名

することに、ご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。次に、指名の方法については、議長にお

いて指名することにいたしたいと思います。これに、ご異議ありま

せんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

議 長    ご異議なしと認め、議長において指名することに決しました。議

長において、会長職務代理者に目黒正一委員を指名いたします。こ

こで、目黒正一会長職務代理者より就任のごあいさつをお願いい

たします。 

 

会長職務   ただいま、皆さんから推選を頂きまして、会長職務代理者を務め

代 理 者  させていただくことになりました、目黒正一でございます。会長の    

職を補佐しながら、進めていきたいと思いますので、皆様方のご協

力の程、よろしくお願いいたします。 

 

議 長    次に、日程第６、議席の決定についてを議題といたします。議席

については、相馬市農業委員会会議規則第５条の規定により、くじ

で決定いたします。なお、議席番号中、４番は欠番とし、１４番を

会長、１３番を会長職務代理者といたします。また、新たに農業委

員になられたかたが４名います。３人１組の輪番での現地調査を



 9 

 

考慮し、議席番号２番、６番、９番、１２番については、新たに農

業委員となられた方といたしますので、ご了承願います。 

次に、くじを引く順序は、仮議席順といたしたいと思います。こ

れに、ご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。それでは、仮議席１番より、順次くじを

引いていただきます。 

なお、くじの開封は全員くじを引いた後、一斉にお願いします。 

 

（ くじ引き終了 ） 

 

議 長    それでは、くじを開封してください。くじの番号欄の下に氏名を

記入願います。記入後は、職員が回収いたしますので提出願います。 

 

（ くじ回収 ） 

 

議 長    事務局より、くじの結果を報告願います。局長。 

 

事務局長   はい、それでは私のほうから、くじの結果をお知らせいたします。

１番丹野義基委員、２番佐畑幸一委員、３番伊東登委員、５番唯野

哲夫委員、６番坂本雄司委員、７番後藤義昭委員、８番三國実加委

員、９番小島良金委員、１０番佐藤雄一委員、１１番武島竜太委員、

１２番中和田吉彦委員、１３番目黒正一委員、１４番前川正人委員、

以上でございます。 

 

議 長    ただいま、事務局報告のとおり、議席を決定いたします。各委員

は、休憩中に本議席に移動をお願いいたします。 

ここで、暫時休憩いたします。 

 

（ 休 憩 ） 

 

議 長    休憩前に引き続き、会議を開きます。次に、日程第７、農地利用

最適化推進委員の委嘱についてを議題といたします。事務局より

説明を求めます。事務局。 
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事務局    はい、日程第７、農地利用最適化推進委員の委嘱について、事務

局よりご説明いたします。農業委員会等に関する法律第１７条第

１項の規定により、農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に

熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員を委

嘱しなければならないとされております。 

農地利用最適化推進委員の推薦及び募集の受付は、令和２年  

１０月２０日から開始し、１１月１９日まで募集いたしました。農

地利用最適化推進委員の定数１２に対し、定数と同数の１２名の

推薦があり、令和３年２月１２日に農地利用最適化推進委員候補

者選考委員会を開催し、こちらの名簿に記載の、全１２名の方を候

補者として選任いたしております。説明は以上です。 

 

議 長    質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声 ） 

 

議 長    質疑なしと認めます。次に、討論に入ります。ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声 ） 

 

議 長    討論なしと認めます。採決いたします。本件に関し、決定するこ

とにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、日程第７、農地利用最適化推進

委員の委嘱については、決定されました。 

       次に、日程第８、相馬市農業委員会農業振興委員会委員の指名及

び正副委員長の互選についてを議題といたします。農業振興委員

会は、農業振興に関する事項について審議を行うことを目的とし

ており、農業委員会活動計画、点検及び評価、意見書、年度ごとの

農作業労働賃金標準額などを策定する委員会です。 

相馬市農業委員会農業振興委員会要綱第２条の規定により、会

長において委員を指名いたします。委員に１番丹野義基委員、９番

小島良金委員、１０番佐藤雄一委員、１１番武島竜太委員、以上４
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名を農業振興委員会委員に指名いたします。 

ただいま、指名された農業振興委員会委員は、所定の場所にて委

員会を開き、委員長及び副委員長を互選のうえ、議長までご報告願

います。 

ここで、暫時休憩いたします。 

 

（ 休 憩 ） 

 

議 長    休憩前に引き続き、会議を開きます。委員長及び副委員長の互選

の結果を報告いたします。農業振興委員会委員長には、１０番佐藤

雄一委員が、副委員長には、１番丹野義基委員が選出されました。

ただいま、委員長及び副委員長に就任された方々から、ごあいさつ

をいただきたいと存じます。佐藤雄一委員長、よろしくお願いしま

す。 

 

農業振興   １０番佐藤雄一でございます。ただいま、農業振興委員会で委員

委員長   長に選任されました。相馬市の農業振興に尽力したいと思います 

ので、皆さまのご協力よろしくお願いいたします。 

 

議 長    丹野義基副委員長、お願いします。 

 

農業振興   はい、１番丹野義基です。農業振興委員会副委員長に選ばれまし

副委員長  た。委員長を補佐しながら、頑張っていきたいと思います。ご協力  

よろしくお願いいたします。お世話になります。 

 

議 長    ありがとうございました。次に、日程第９、相馬市農業委員会だ

より編集委員会委員の指名及び委員長の互選についてを議題とい

たします。当委員会は、農業及び農家に関する情報を提供するため、

相馬市農業委員会だよりの編集並びに発行を目的としております。

相馬市農業委員会だより編集委員会設置要綱第４条の規定により、

会長において委員を指名いたします。委員に、６番坂本雄司委員、

７番後藤義昭委員、８番三國実加委員、以上３名を相馬市農業委員

会だより編集委員に指名いたします。 

ただいま、選出された農業委員会だより編集委員は、所定の場所

にて休憩中に委員会を開き、委員長を互選のうえ、議長までご報告

願います。 
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ここで、暫時休憩いたします。 

 

（ 休 憩 ） 

 

議 長    休憩前に引き続き、会議を開きます。委員長互選の結果を報告い

たします。農業委員会だより編集委員会委員長には、７番後藤義昭

委員が選出されました。委員長就任のご挨拶をいただきたいと存

じます。後藤義昭委員長、よろしくお願いします。 

 

後藤委員   ただいま、委員長に選任されました後藤義昭でございます。農業

委員会の活動の報告、地域の活動の事例等を、現在は、全世帯を対

象とした発行になりますので、幅広くご報告したいなということ

で、よろしくお願いいたします。 

 

議 長    ありがとうございました。次に、日程第１０、農業委員調査担当

地区割（案）についてを議題といたします。事務局より説明を求め

ます。事務局。 

 

事務局    日程第１０、農業委員会調査担当地区割（案）について、事務局

よりご説明を申し上げます。調査担当地区割を大字及び図面で示

した補足資料もお手元に配布しておりますので、併せてご確認を

いただきたいと思います。それでは総会資料の９ページ、表の下段

をご確認下さい。番号１番として、「農地法第３条の規定による申

請があったときは、属人主義を採用する。担当委員は、現地調査を

実施し、総会時に調査結果を報告する。なお、権利の取得者が市外

に居住するときは、属地主義を採用する。」とあります。属人主義

及び属地主義について、説明させていただきます。属人主義ですが、

耕作を目的とした売買、賃借等により、農地の権利を取得する者を

申請人と呼びますが、申請人の住所地により、担当委員を決定する

ことを属人主義と呼びます。具体例を申し上げますと、申請人の住

所が中村地区であり、農地法３条申請で飯豊地区の農地を求める

場合には、農地の所在地である飯豊地区の委員が現地調査を実施

するのではなく、申請人の住所地である中村地区の担当委員が現

地調査を実施します。次に、属地主義ですが、農地の所在地により、

担当委員を決定することを属地主義と呼びます。申請人が相馬市

外の場合は、属地主義により担当委員を決定いたします。具体例を
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申し上げますと、新地町に住所がある申請人が、農地法第３条申請

で大野地区の農地を求める場合には、農地の所在地である大野地

区の委員が現地調査を実施します。 

        さて、担当地区割（案）につきましては、農業委員の住所地を基

本にし、また、過去の担当地区割を参考に作成しております。お配

りしています補足資料①をご覧ください。赤字となっている大字

が委員の出身住所を表しております。補足資料②は、補足資料①を

図面で表した資料になりますので、こちらの資料も併せてご確認

ください。 

本日、検討をしていただきたい事項が２つございます。１つ目で

すが、担当地区割になります。担当地区割については、お配りして

いる補足資料①及び補足資料②の地区割り、中村地区中村、塚ノ町、

西山、中野、沖ノ内、北飯渕につきましては、１１番武島竜太委員、

中村地区小泉、北小泉、新沼、原釜、尾浜、本笑、和田につきまし

ては、１２番中和田吉彦委員、大野地区の石上、塚部、長老内、黒

木につきましては、１３番目黒正一委員、大野地区椎木、大坪、初

野、小野につきましては、１番丹野義基委員、飯豊地区柏崎、岩子、

南飯渕につきましては、６番坂本雄司委員、飯豊地区程田、新田、

百槻、大曲、馬場野につきましては、９番小島良金委員、八幡地区

今田、成田につきましては、２番佐畑幸一委員、八幡地区坪田、富

沢につきましては、１０番佐藤雄一委員、日立木地区日下石、立谷、

赤木、柚木につきましては、１４番前川正人委員、磯部地区磯部、

蒲庭につきましては、５番唯野哲夫委員、山上地区粟津、山上につ

きましては、３番伊東登委員、玉野地区玉野、東玉野につきまして

は、７番後藤義昭委員。中村、大野、飯豊、八幡地区を２地区、日

立木、磯部、山上、玉野地区を１地区、市内を１２地区に分ける案

でご提案させていただきたいと存じますが、日立木地区の前川正

人委員が会長に就任されましたので、農業委員会総会において、会

長は、議長として議事進行に務め、自ら、調査結果等の報告は行わ

ないことになりますので、担当地区を設けません。そのため、日立

木地区の農地法第３条担当委員が不在となるため、会長が選出さ

れた日立木地区の担当委員を検討していただきたいと存じます。

事務局の案といたしましては、日立木地区に隣接する地区である

八幡地区、磯部地区、飯豊地区の農業委員のどなたかにお願いした

いと思いますが、新任の農業委員の方ではなく、引き続き農業委員

をされる、八幡地区の佐藤雄一委員、磯部地区の唯野哲夫委員のお
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２人に日立木地区を担当していただければと考えております。具

体的な割り振りとしましては、磯部地区に隣接する日立木地区の

大字日下石と、大字柚木については、唯野哲夫委員に、八幡地区に

隣接する日立木地区大字立谷と大字赤木については、佐藤雄一委

員に担当していただければと考えております。 

また、中立委員である三國実加委員については、非農家でありま

すので、会長同様、担当地区を設けないことにしたいと存じます。

１つ目の地区割の説明は以上です。 

２つ目の項目ですが、現地調査時の３名体制になります。総会資

料の９ページ、表の下段の番号２に、「農地転用（農地法第４条及

び第５条）、履行証明、現況確認証明等の申請があったときは、議

席順の３名の輪番で現地調査を実施し、総会時に調査結果を報告

する。」とあります。前農業委員会においては、申請件数に応じて、

現地調査を毎月１日から２日間に分け、担当地区は設けずに、議席

順の３名の輪番体制により、対応しておりました。農地転用申請に

ついては、過去３年間の申請件数を確認いたしますと、地区によっ

て申請件数の多い地区、少ない地区がございますので、各農業委員

の調査担当日数の平準化を考慮し、事務局案といたしましては、引

き続き、議席順の３名の輪番体制でご提案させていただきたいと

存じます。２つ目の現地調査体制の説明は以上です。 

会長が選出された日立木地区を含めた担当地区割と現地調査時

の３名輪番体制の２点について事務局案をご提案させていただき

ましたので、ご検討よろしくお願いいたします。事務局からの説明

は、以上でございます。 

 

議 長    お諮りいたします。農業委員調査担当地区割（案）については、

事務局説明のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、農業委員調査担当地区割につい

ては、事務局案のとおりとすることに決しました。 

       次に、日程第１１、専決処分・報告事項についてを議題といたし

ます。事務局より、説明を求めます。事務局。 

 

事務局    日程第１１、専決処分・報告事項について、事務局よりご説明を
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申し上げます。申請人から申請や届出があった場合に、議案書に記

載する内容につきまして、専決処分を行うもの、また、報告事項と

して取扱うものをお示ししております。委員の指名などについて

は、専決処分、届出書、報告書等の受理については、報告事項とし

ております。また、現地調査で農地転用許可を受けた農地の確認や、

農地の現況を確認する必要があるものについては、現地調査の欄

に「要」と記載しております。事務局の説明は、以上でございます。 

 

議 長    お諮りいたします。専決処分・報告事項については、事務局説明

のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。よって、日程第１１、専決処分・報告事

項については、事務局説明のとおりとすることに決しました。 

       次に、日程第１２、委員会決定事項についてを議題といたします。

事務局より、説明を求めます。事務局。 

 

事務局    日程第１２、委員会決定事項について、ご説明申し上げます。各

種団体等から、当農業委員会に対して、構成委員の推薦要請があっ

た場合、当委員会としては、その委員に農業委員会会長推薦をする

ことになっております。現在委員として会長が就任している各種

団体につきましては、①相馬市工場立地審議会、②相馬市環境審議

会、③相馬市都市計画審議会、④相馬市産米改良協議会、⑤農業者

年金加入推進部長、⑥相馬市地方創生総合戦略会議の①から⑥番

までございます。６団体中５団体が相馬市の各種団体です。 

なお、⑥番の相馬市地方創生総合戦略会議につきましては、産

業・雇用・復興担当ということで、専門の部会を設けております。

そちらにつきましては、農業振興委員長を推薦するということで

ご提案を申し上げます。よろしくお願いします。 

 

議 長    お諮りいたします。委員会決定事項については、事務局説明のと

おり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 
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議 長    ご異議なしと認めます。よって、委員会決定事項については、事

務局説明のとおりとすることに決しました。 

以上で、議事はすべて終了いたしました。本日、決定したことの

取扱いについては、議長に一任願いたいと存じますが、ご異議あり

ませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声 ） 

 

議 長    ご異議なしと認めます。本日、議決したものの取扱いについては、

議長一任と決定いたします。以上をもちまして、第１回相馬市農業

委員会総会を閉会といたします。 
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